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技 術 的 格 付 ゴ ム

(ヘ ビア プラジリエンシス )

国 際 契 約 書

当社は、以下に記載又は引用した条件を含む本契約書の条件に基づき、本 日、貴社 .……

……………………… に対 し(か ら)次 の技術的格付ゴム (ヘ ビアブラジリエンシス )を

販売 (購入 )いたしなした。

契 約 番 号 。_...・ … …… … … … …… ……… ……

格   付 :

数   量 :

包   装 :

船 積 港 :

仕 向 港 :

契約の型式 (C&F/CIF/FOB):

価格 (1キ ログラム又は 1ポ ン ド当う):

海 上 運 賃 :前払い/仕向地払い

給積期限/船名 :

ブローカー/仲介業者 :

仲買手数料/コ ミッション :

支払い条件 :

仲   裁 :地域センターとしての東京にお`いて (卜は

備   考 :

'19 年  月  日

におヽいて )

技術的格付ゴム国際契約書に適用される法今及び規定並びに本契約日に有効な日本ゴム

輸入協会・特別取引条件に準拠する。

買主 (売主 )

売主 (買主 )
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国際契約条件 ―― TSラ バー

(技術的格付 ゴム )

1.数   量

本条件 に基づ く契約は、契約数量 についてのみ適用され、船績数量は契約

書 におヽいて買主 と売主 に よつ合意 され るもの とする。契約数量 と実際の船積

数量の不一致か ら生ず る紛争は、買主 と売主の間で解決 され るべ きもの とし、

その協該が不調 に終った ときは、仲裁 々定 によつ解決 されるもの とする。

用語「 トン」 とは、 1000キ ログラムの 1メ ー トル トンを意味す るもの と

する。契約重量が封度で表示 されるときは、 2205ポ ン ドを もって 1キ ログ

ラムとする。

契約数量の指定に使用される「約」とは、契約重量と船績重量間の過不足

が契約数量又は船荷証券数量、又は月単位契約数量の%%を 越えないことを

意味する。%%を 越え1%ま で(1%を 含む)の過不足は、契約価格で仕切

るか、又は逆仕切つが行われるものとする。過不足が1%を 越え、これにつ

いて買主 と売主の協議が不調 に終った ときは、オ既算重量 で計算 された、契約

数量又は契約数量 の月単位部分を上回る過不足の全部 について、契約所在地

地域 センターにお`ける仲裁 々定 に よつ定め られた価格で、 (場合に応 じ )仕

切 つ又は逆仕切 つが行われるものとする。

2,検  量

買主は、 ゴムの検量 を揚地港、又は消費者工場のいずれかにおヽいて行 う選

択権を有す る。

(A)船 積重量 と陸揚重量の間に確認 された重量差は、 (輸送途上 の窃盗、

盗難、損傷分を除 き )売主負担 とし、契約価格 で仕切 り、又は逆仕切 りが

行われるもの とする。

陸揚げ重量は、検量 された場合、宣誓検査士又は類似機関に よつ証明さ

れる もの とする。 (サ ンプル重量 も含 め られ る。 )陸揚げ重量は、 ゴムが
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揚地港、又は工場のいずれで検量 されるかを問わず、荷揚げ 日よつ 75日

以内に売主 に通知 されるもの とす る。

(B)陸 陽げ重量 を確認す るためには、各船荷証券は、そのサブマータとは

かかわ うな く、それぞれ別個の契約 として取扱われるもの とす る。

1つ ひとつのプロックがば らで船 積み され た場 合 は、 プロック総量の

107θ が検量されるものとする。正味陸揚げ重量は、風袋を除去 しためと

でプロッタを検量 し、得 られるものとする。

パレット詰めによる船積みの場合はユニット数の 10%(こ れに最 も近

い上位整数 )の パレットを解体 し、 ゴムを取 り出し、その正味重量を測定

するものとする。

検量は、 1回 の作業で通常 200キ ログラム (又 は 450ポ ンド)の 分量

について行い、その重量は最 も近い 200グ ラム又は%ポ ンドの数値 なで

記録するものとする。 1回 の作業で 200キ ログラム (又 は 450ポ ンド)

よう大 きいか、又は小さい分量を測定することは、検量結果が上記 と同じ

比率で正確に記録されることを条件に、これを行多ことが出来るものとする。

重量不足が発見され、それがインポイス重量の%%を 越えるときは、検

量 コス ト(及 び必要に応じてパレットの再組立てコス ト)は 売主負担 とし、

%%を越えないときは、買主負担 とする。

(C) 1ベ ール当♭重量の過不足は、たとえ出荷総量については、第 1項

「数量」に規定する許容範囲内であっても、契約書規定標準重量の37ο を

越 えては な らない もの とす る。 しか しなが ら、いか な る状況 の下 にお`い て

も、見本抽 出済 みベ ールで ある ことが は っ きつ明示 され たサ ン プルベ ール

については、 この規定 は適 用 され ない もの とす る。 (注 このC頂は1983年

6月 17日 の国際ゴム協会臨時総会で採択。)

る。 保  険

保険条件 につい ては、契約時 におヽいて、買主 ヽ売主間 で合意 され る もの と

す る。
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4.船 積 み

(A)ゴ ムは、契約条件に基づ き、積地港で船積荷役を行っているか、又は

船績荷役 を開始 している (及 び船積 日までそ こで継続的に荷役を行 ってい

る )1隻又は複数の船舶 (汽船又は発動機船 )に より積み出されるもの と

し、その船舶は直行及び/又は直行でな く航行 し、他港 に寄港 し、及 び/

又は他港 で績替え行 う自由を有する。また、 ゴムは これ らの船舶で沿岸港

を経 由 し、その後、鉄道で輸送 され ることも認 められる。

ゴムは、仕向地へ出航する 1隻 の船舶 に よつ積出されなければならず、

もし積替えが行われる場合は、通 し船荷証券 に基づ き輸送 されなければな

らず、通 し船荷証券 に よらない場合は、その船荷証券は船舶会社 に よつ裏

書 きされ るか、又は積替えが完了 した こと、及 びゴムが上記の仕向地行 き

船舶に実際に積載 されてい ることを示す船舶会社の証日月書 を取得 しなけれ

ばな らない。

ゴムが月単位 の船積条件で もしくは月単位 の船積条件の特定一部 に対 し

て販売され るときは、月単位 の船積み、又は月単位船積条件の特定一部の

船積みは、 これを個別の契約 として扱い、個別の船荷証券 を必要 とするも

の とす る。

船荷証券の 日付は、決定的反証がない限 つ、船績 日時を示す証拠 となる

もの とす る。

契約船積期限の翌月の 日付 をもつ船荷証券 については、当該証券が船主

又は船主 に代 る委任代理人に よつ裏書 きされ、又は署名 された下記保証 を

有す るときにド艮り、 これを有効 な もの とする。

「本船は、   月に船積港 で積載 を開始 し、船荷証券の 日付である

船積 日なで継続的に同港で積載荷役 を行った ことを保証する」

契約船績期限の前月の 日付 を もつ船荷証券 については、当該証券に下記

保証裏書 きが あり、かつ運送人又はその委任代理人の署名が あるときは、

これを有効 なもの とする。

「本船は、船荷証券の 日付か ら船積港 にかいて継続的に積載荷役 を行
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い、同港か らの最終出航 日は    であった。 この 日付は、契約船積

期限内に入 っていなければならない」

かかる保証は、買主 と売主の間におヽいて、かつ不正行為のない場合 rc記

載事実の決定的証褪 となるものとする。

それぞれの船荷証券は、個別の契約 として取扱われるもの とする。

1通の船荷証券 に よる、 2種以上の等級、及び/又 は 2カ 国以上の原産

国にかかる船積みは認められない もの とする。

本契約条件の下におヽいて、買主が仕向港 を告知す る義務 を有 し、本契約

条件所定の 日付なでに、かかる告知 を行 うことが出来 なかった ときは、当

該 ゴムは、仕向国の港 に向けて、又は仕向国が明示 されていない ときは買

主が居住する国に慣習的に用役を提供 する港 に対 して、売主の選択 に よっ

て、積出されることが出来 るもの とし、 この場合、買主に対 しては、仕向

地告知期限後 3日 以 内に電報又はテレックスで通知 されるもの とする。

(B)

(1)船 積みの特定期間

特定期間を通 じて船積みすることを求める契約におヽいて、貨物が締め

出され或は船舶が この契約で規定す る港 を抜港 し、船積期限内に他の船

舶の″口へ腹 を確保する ことが不可能 な場合は、買主又は売主は、船会社又

はその代理人が発行 し、かつ国際 ゴム協会が認証 し承認する団体が裏書

きした適切 な証 明書を提示することに まつ締 出 しを受 けた ことを主張 し、

第 9頂 を発動す る権利 を有するもの とする。

(ii)指 定船舶

ゴムが指定船舶 rc積 載する条件で販売 され、当該本船がスケジュール

の変更に より、本契約で指定する港 を抜港 した とき、又は ゴムが当該船

舶か ら締出されたときは、船腹供給責任 を有する当事者は、抜港又は締

出 し通知受領後 5営業 日以内に、指定船舶の予定 出航 日以後出航予定 の

他の船舶を指定 しなければならない。代替船舶への積載期 日が最初の指

定船舶への積載期 日よう 1週 間以上遅れ るときは、それに とつ生 じた、
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又は蒙 った費用は、すべて船腹供給責任 を有する当事者 の負担 とする。

5. 包装規格

包装は、本契約の締結時、買主 と売主 に より合意 されるべ きもの とし、す

べて輸出に通 した ものでなければならない。欠陥を有 し、汚れたパ ッキング

は認 め られない。

6. 品  質

(A)品 質は、販売 された ゴムの等級について、契約時に刊行 されている最

新の技術規格書 に準拠す るか、又は売主 と買主の合意に従 うもの とする。

各場合 にお`いて、すべての ロッ トは規格書、検査証明書 の双方、或はいず

れか一方が添付 されるもの とす る。

(B)ゴ ムには、本質的にカビがあってはならないが、 プロッタ表面の乾燥

ヵビの痕跡 については、 これを もって不服 を申し立 て られない もの とする。

ゴムの中に散在す る白色の班点 (White flecks)に ついては、 不服 を

申 し立 て られない ものとするが、生の ゴム (V irgin rubber)は許容 され

ない。過度の カビ又は生の ゴム (V irgin rubber)に かかる苦情 を提起す

る場合は、第 7頂 (C)(‖ i)に従い見本が提出されなければならない。

え 見本抽出

(A)ゴ ムの品質 にかかるクレームを立証 するために採取 される見本 は、清

潔 なナイフで、表面積の最 も大 きな面 に対 し垂直に、 プロック全体 を通 し

て切断 されるもの とする。その試験片は、直 ちにテス トされない ときは、

密閉容器 に入れ、その容器は直ちにシール し、テス トされるまでンールさ

れたなま とす る。かかる 1個又は数個の見本は、公認サンプラーに より、

又は買主代理人 と売主代理人の共同に よつ、揚地港又は消費者 の工場 におヽ

いて、又は買主 と売主が別途合意 した地点 におヽいて、採取 出来 るもの とす

る。
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(B)売 主が代理人を指名 しなかった場合は、見本の ラベルは独立公認 サン

プラーと買主の双方に より署名、 シールされ、 これが売主 によう受諾 され

るもの とする。   ぅ

サブマータがある場合は、売主は最終 申告書 をもって通知す ることに よ

り、サブマークごとの見本採取 (可能で あることを前提 に )を 要求す る権

利 を有するもの とする。見本採取にかかる追加費用は、 これがかかった場

合、売主負担 とす る。

(c)い かなる積荷 も、 1つ ひとつの プロックについて も、又は船荷証券数

量全体 について も、品質サンプルを抽 出することが出来 る。

(1)見 本採取が個 々のプロックについて行われる場合は、 600グ ラム

以上 1,000グ ラム以下の分量 の ゴムが採取 されるもの とす る。

(h)(a)見 本採取が全体 としては船荷証券数量 について、かつ とつひとつ

の プロックについて行われる場合は、最低 2個、最高 20個を条件

に、プロック総数の 107ο が無作為に抽出されるものとする。かか

る見本抽出手続は、 50ト ンを越えない船荷証券数量を基準とする

もので ある。

(b)パ レ ッ ト単位 の場合 の見本採取 は、 2つ の別個 の ユニ ッ トのそ

れぞれか ら 1個 の プ ロックを抽 出す る ことを最低 条件 と して、 パ レ

ット数の 1070(必要ならば次の上位整数のユニット)か ら無作為

に抽出されるもの とする。抽 出された どのユニッ トか らも 4個以上

の ブロックを抽 出することは出来 ない。

(c)船 荷証券数量が 50ト ンを越える場合は、見本抽 出は比例配分

基準で行われるもの とする。

(d)い ずれの場合におヽいて も、 150グ ラムを越えない 分量 の試 験

片は、各見本 ブロックか ら上記 (A)に 基づ き採取 されるもの とする。

品質 テス トを行 うに当っては、かかる試験片は、合意 された分析者

に より、そのすべてが一緒 に混合 され、均質化 され、かつ、三回線

返 してテス トされるもの とす る。
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(iil)揮発性物質だけをテス トす る場合は、 1個 150グ ラム の分量 の見

本がベールの どの部分か らで も途切れない状態で採取することが出来 る。

この場合は、 (A)で 定 められた とおゝ つに採取 される必要はない。

パ レッ ト積送品を拒否す るためには、少 な くとも2個のユニッ トか ら、

4個 の別 々のプロックを抽 出 し、 (そ れぞれ 150グ ラムの 目方の )見本

を最低 4個採取 し、別 々にテス トされ るべ きもの とする。 これ ら見本の、

揮発性物質 にかかるテス トの平均結果 は、その積送品を受け容れ るか否

かを決めるために使用されるもの とする。

8。 (A)技術的格付にかかるクレーム

(1)ク レームの話合い解決が不調 に終 った場合、見本は買主 と売三が合

意 した分析者 に よつテス トされるもの とする。 この分析者は、 (国 際契

約委員会認定 リス トか ら選 ばれた )地域試験研究所の一つでなければな

らない。 この分析が決定的 なもので、相手当事者を拘束す ることとなる

場合は、相手側の同意 もなた得 られなければならない。 この同意が得 ら

れないときは、調整試験研究所がその分析 を実行するもの とする。

消費国の買主が調整試験研究所の分析結果 を受け容れることが出来 な

い ときは、当該国の国立規格研究所が、 自らこれを引受け得 る機器、経

験 を有す る もの と見 な した場合に限 り、その分析 を引受 けることが出来

る。国立規格研究所の分析結果が地域試験研究所 と調整試験研究所の双

方、或はいずれか一方の試験結果 と異 なる場合は、本件 は国際 ゴム協会

運営委員会に付託 され、最終決定 されるもの とする。

本頂の 目的のために、 マレインア・ ゴム研究所の規格研究所が調整試

験研究所 として指名 されている。

公認地域試験研究所の名簿は「術語解説」の頂に掲載 されている。

(1)ブ ロック又は船荷証券数量 の品質が当該技術規格書の規格値に達 し

ていない場合は、その プロック又はその船荷証券数量は、善意 にあらざ

る船積 と見 なされるべ きもの とし、当該員主は、 (事情に応 じて )その
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ブロック又はその船荷証券数量の引取 り拒否を主張すべ き選択権 を有す

るもの とする。 この権利は、買主が分析者の報告書受領後 5営業 日以内

に行使 されるべ きもの とする。

(B)包 装状態にかか るクレーム

プロック又は船荷証券数量が本契約条件 の包装規格条頂に準拠 していな

ぃ ときは、 この ゴムは買主 と売主が合意 した公認検査人に よつ、又は買主

代理人 と売主代理人の共同に よう検査 されるもの とする。その検査報告書

rcは 、パ ッキングの外部損傷 にかかる条頂を含むべ きもの とす る。

同報告書が、そのパ ッキング状態が輸送 中の取扱いには関係 のない要素

に起因する旨を示 してい るときは、 この ゴムは受 rナ 入れ られるべきであり、

話合いに よう解決 出来 ない場合は、値引 き額は地域 アー ビ トレーシ ョィセ

ンンタ~に よつ査定 されるもの とする。但 し、 この ような値引 き額 の査定が

行われるのは、仲裁 々定人が出荷 されたそのゴムは善意 の契約履行であっ

た、 と認 める甥合に限 る。仲裁 々定人が、 プロッタスは船荷証券数量が包

装状態について善意にあらざる船 績 み で あ る と決 定 す るときは、(事 情

に応 じて )プ ロック又は船荷証券数量 の引取 切拒否を主張す る選択権 を有

するもの とする。 この権利は、仲裁 々定書受領後 5営業 日以内rc行使 され

るもの とする。

(c)ク レーム ーー ー般条項

(1)ク レームを立証す るための 1個 又は複数個の見本は、本契約書 に明

示 された揚地港 におヽける荷揚げ 日か ら 75日 以内に、買主 に より、売主

又はその委任代理人に対 し提出されなければならない。 この期間は、そ

の遅延が最終買主 に とっては どうす ることも出来 ない状況 に起 因する場

合は、当事者間の合意 により、 又は仲裁 々定人の裁量 により、延長する

ことが出来 る。

見本抽 出、管理、分析、迅速 な空輸の費用、及び買主代理人の正当な

-10-



経費 (expenses)と 費用 (charges)は 、 タレームが正当 と認 め られる

場合は売主 に よつ支払われなければならない。但 し、 この費用

(charges)が仲裁 々定額 に等 しいか、 又はそれを越える物合は除 くも

の とし、その場合は、仲裁 々定人が この費用をいずれの当事者 に課す る

かにつ き、裁量 の権限を有する もの とする。

(‖ )苦 情の根挺 を明記 した最終 クレーム通告書は、上記見本提出期限満

了 日後 5営業 日以内に買主 に よつ売主又はその委任代理人に提出されな

ければな らない。見本提示以前に提起 されたクレームは、見本が提出さ

れなければすべて無効 となる。

(m)本 契約条件 でい う工場 とは、工場 の 目的のために工場所有者が占有

して貯蔵 を行 う建物 を含み、 これが工場の敷地内にあるか ど多かを問わ

ない。

(iv)更 rc、 売主は、買主が希望するときは、品物 を検査するための 目的

地 として契約書で明示 されている港 の代 りに 1カ 所又は数 力所の工場 を

指定す ることに、同意する。但 し、船舶か ら工場 衰での輸送及 び保険 ヨ

ス トは、常 に買主負担 とすることを条件 とする。工場内におヽける品物 の

リスクは買主負担 とする。

(v)引 取 つ拒否の場合 におヽいては、売主は、公認分析者 の報告書又は仲

裁 々定書の受領後 10営業 日以内に、買主に対 し、電報で、 ゴムを返送

する倉庫を指定 し、併せて見本抽出、検量及 び保険に関す る指示 を与え

なければならない。買主は、過度の遅滞 な くこの指示 を実行 し、かつ輸

送 中の ゴムに付保 しなければならない。買主は、運送保険料 を含むその

返送費用 を売主 に請求する権利を有するもの とする。 ゴムを倉庫 に引 き

取 る費用及 び荷役作業 と見本抽出の費用は、売主の負担 とする。

品物が倉庫 を経 由することな く、 1箇所又は複奴の工場 に引渡 される

場合、又は品物 の一部が倉庫 に搬入 され、残 つが倉庫 を経 由することな

く、 1箇所又は複数の工場 に引渡 される場合は、港到着以後 の品物 の移

動 も、なた 1件の契約数量が 2箇所又はそれ以上の工場 に分割引渡 され
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ることに まる績荷 の分割 も、 これを もって買主が引取 りに同意 した もの

とはみなされず、買主 のタレーム申し立ての権利又は引取 つ拒否の権利

が失われ ることにはならない もの とする。

(D)重 量にかかるタレーム及びすべての仲裁 に関する明細報告は、国

際契約委員会に提 出されるべ きもの とする。

, 契約の履行不能

売主が天災、主権国の法律、議会統治、戦争又は戦争類似行為 の影響、封

鎖、政治的又は社会的騒擾又は暴動、騒動、ス トライキ、 ロッタアウ ト、労

働者の団結又は売主が予期することは合理的に期待出来ずかつ制禦 し得 ない

その他の事由のため、本契約書で決め られた期間内に所定の義務 を履行する

ことが妨げ られ、かつ当該事由がその発生 した 日か ら12歴月間にわた ♭継

続 した場合 には、履行が妨げ られている船積み、又は引渡 しにかかる義務、

並 びに これに関する支払いはキャンセルされる もの とし、また このキャンセ

ルか ら生ずる損朱又は損害に関 しては、一方の当事者か ら相手側当事者 に対

し、賠償請求は提起 されない もの とす る。

これ らの事由が 12歴月未満 の期間にわた つ継続 した場合は、当該事 由終

燻後可及的速やかに、いかなる場合 も終燻後 6歴月 よう遅れ ることな く、未

履行船積み分は出荷 され、また本契約下 の未履行義務は実行 されなければな

らない。

側 。 申  告

売主は、買主 に対 し次の とか り申告す ること。

(A)η台積申告書

船績 申告書は、売主又は売主の委任代理人に よつ発行 され、契約番号、

主要荷印、梱包の数、重量、船名及び船荷証券の 日付を明記 しなければな

らない。

(1)船 積 申告書は、船荷証券の 日付又は通 し船荷証券 に記載 された外洋

航行船舶への初回積替え 日起算 12歴 日以 内の受領 を保証す るため、電
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報又は他の十分な手段に よう発行されなければならない。 (下記 (m)頂

の規定 を条件 として )

(‖ )売 主が船積 申告書の発行を上記 (1)頂 明記の期 日以 内に行 うことを

怠 った時は、買主は これに よう被 った損害を立証 し、その補償 を要求す

る権利 を有するものとする。

(iii)船積 申告書は、いかなる場合 に も、船績期限最終 日に続 〈21歴 日

目を過 ぎて、売主又はその委任代理人に よつ発行されてはな らない もの

とする。

この期間内に船積 申告書が発行されなかった場合、 これは義務不履行

を構成するもの とし、その 日以前に、話合い解決がなされない場合は、

船積期限最終 日に続 (22歴 日目を もって、逆仕切 りのための義務不履

行 日として定めた 日とみなされ る。

GV)本 契約条件 に準拠 してい ることが明確 な船積 申告書は、買主の同意

な しには これを撤回又は変更す ることがで きない。 た ゞし、売主が通切

な証拠 を提出できる善意の過失 に よる場合は、 この限 )で はない。

(B)一 般事項

この契 約 に基 づ き発 せ られ る通 知 は、 すべ て受取人 で ある契 約当事者 の

最終確認営業場 所 に宛 て しか るべ 〈迅速 に行 われ なけれ ば な らない もの と

す る。

す べての当事者 は、 すべ ての通知又 は 申告 につ き、そ の受領 を発送 人 に

通知 しなければ な らない。

あ る行為が所定 の 日、又 はそれ以前 の 日に行 われなけれ ばな らず、 その

日が非営 業 日で ある時は、本契 約条件 に反対 趣 旨の規定 が ない限 り、 そ の

行為 は当該 日の次 の営 業 日又 はそれ以 前 に行 われ なけれ ば な らない。

11.海上運賃

C.&F.及 びC.I.ユ 契約に よる海上運賃は、売主負担 とする。海上運賃の変
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更は、海運同盟が海上運賃規則の下で通告 なしに変更する権利が与え られて

いる状況か ら生ず る時は、それが契約後、海上運賃支払 日以前 rc行われた場

合は、すべて買主 と売主が均等 に負担するもの とする。

12.仲  裁

(A)本 契約の当事者の一方が、相手側の義務不履行が発生 した ことを申し

立 て、和議が不調 に終 った時は、当該紛争は、仲裁 々定人に委ね られるも

の とする。仲裁人が義務不履行が発生 した ことを認める裁定 を下 した場合

は、契約は (以下 に定める )価格及 び重量 をもって終結す るもの とする。

この価格は、義務不履行発生 日におヽ″ナる当該契約 ゴムの推定市場価格 とす

るか、又は仲裁裁定人の裁量で契約価格の 1%以上の違約金を加算するか、

もしくはその額の被害当事者国通貨換算金額を加算 して、設定される価格

とす る。

(B)仲 裁 は、すべて下記 (C)に 掲 げる指定仲裁 センター所在の協会の規貝」

に準拠 し実施 されるもの とする。仲裁裁定に従い決済 されるべ きすべての

値差は、裁定人が別途指示せぬ限 り、それが義務不履行 にかか るクレーム、

品質 にかかるクし/― ム、又はその他のクレームのいずれか ら生 じた もので

あるかにかかわ らず、裁定書受領後 7営業 日以内に、現金 で支払われるべ

きもの とす る。上訴が行われる場合は、支払いは上訴結果判明なで延期す

ることが出来 る。 しか し、 (上訴裁定 におヽいて )仲裁裁定が支持 された と

きは、その支払額 には勝訴当事者国の銀行利率に よる金利が付加 されるも

の とし、その支払いは上訴結果が敗訴当事者 に通知された 日か ら 3日 以内

に行われるべ きものとする。

(C)本 契約書か ら生ず るすべての紛争は、買主 と売主が別 に合意 した場合

を除 き、以下に掲げる指定仲裁 センターにおヽいて解決 されるもの とする。

仕向港の地域          地域仲裁 センター

北 。中米          ニュー ヨータ

英・欧州大陸        ロン ドン
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オース トランインア、

ア ジア (日 本 を除 〈 )、

ア フ リカ、南米        シンガポール・ クア ラル ン プール・

ジャカル タ (ジ ョイン トパネル )

日 本          東 京

本契約書は、当事者の居往地又は国籍がいずれにあるかを問わず、仲裁

が実施 され るべ き国の法律に従い解釈 される もの とし、かつその履行状況

は、すべての契約条頂 と付随条件 について、裁判権 の 目的のため、当該仲

裁実施国におヽいて正 しく判断 されるべ きもの とする。 また、 (場合 に応 じ

て )当 該国の裁判所又は仲裁人は、本契約の下に生 じ得 る一切の紛争 につ

き絶対的管轄権 を有するもの とし、その決定は、いかなる国におヽいて も最

終判決 として、 強制執行 し得 るもの とす る。

(D)同 一当事者間におヽいて 2件以上 の契約が存在 し、 これが協会規約 に従

い打切 られ るべ きときは、これ らの契約に関す る計算書は、一方の当事者

か ら相手側当事者 に支払 多べき金額 について発行されるもの とする。一方

の当事者か ら支払われる金額は、沐日手側か ら支払われ るべ き金額 と相殺 さ

れ るべ きもの とし、その残額 だけがいずれかの当事者に、それぞれ請求さ

れるか、又は支払われ るべ きもの とす る。

(E)契 約の主要事項 と契約条件が同一か、又は 日付、数量、又は価格 を除

き同一であるときは、すべての仲裁は、第一売主 と最終買主の間、又は売

。買主の委任代理人同士 の間で行われ るべ きものとし、その仲裁 に従い下

された裁定は、協会に対す る上訴権 を条件に、すべての中間介在者 を も拘

束するもの とす る。但 し、中間介在者 に関する限 つ、契約条件は適正 に履

行されていた ことを条件 とする。

1る。 用  語

本契約条件 におヽいて、文脈が別の ことを意「ノくしない F艮 り、単数だけを意味
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「

する言葉は複数を含み、また複数 だけを意味する言葉は単数 を含む もの とす

る。 また、人を意味する言葉 には会社及 び法人を含む もの とする。

14.

個 々の契 約書 に来)ヽ ける些細 な印刷誤植 は、契約 を無効 にす る もの とは見 な

され ない。

15。

本契 約書 の用語解釈 の相違 か ら生 ず る紛争 は、国際契約委員会 に付託 され

る もの とす る。

本契約書 を使用す る国際 ゴム協会会員団体か ら提案 されたすべての特別条

頂は、その採択 に先立 ち国際袈約委員会に通知 されなければな らない。 同委

員会におヽぃて、当該条頂は単 一団体の特別取引条件の一部を構成す る よつも

む しろ本契約条件の一部を構成することが適切であると認 めた場合は、同委

員会は、その旨関係団容 に通知する もの とし、なた本契約書使用者はかかる

特別条件に拘束 されない もの とする。国際契約書 に規定する契約条件及 び決

済条件は、当該問題が解決 されるなでは優先適用されるもの とする。 同委員

会は、通知を受けた特別条頂はいかなるもの も、全会員団体 に通知す る責任

を負 少もの とする。

本契約条件書 を使用 してい る会員団体は、他の会員団体の特別取引条頂 を

受理、確認するなでは、当該条項 rc拘束 されない もの とす る。

術語解説

国際契約委員会 とは、 1971年 9月 24日 オタワで 開催 の国 際 ゴム協 会

創立総会におヽいて任命 された同協会運営委員会又はその継承機関を意味する

もの とする。

-16-



「最 も近い薮字 なで記録 された重量」 とは、重量が下方数値は もとより上

方数値 を も読 み取 つ得 ることを意味する。記録 された重量が正確に中間点に

あるときは、上方数値を読む もの とする。

「正確 な比例度合」 とは、 1000に おヽける 1の 正確度を意味する。例えば、

100キ ログラムにおゝける 100グ ラム

200キ ログラムにかける 200グ ラム

250キ ログラムにおヽける 250グ ラム な ど。

当分の間、公認地域研究所 とは次の試験研究所 とす る。

ゴム研究所              (ボ ゴール )

ゴム研究所              (メ ダン )

ゴム研究所              (パ  リ )

マンインア・ ゴム生産者研究協会    (英  国 )

ス リランカ・ ゴム研究所        (ス リランカ )

■レインア・ ゴム研究所        (ク ア ラルンプール )

ゴム研究所              (南 タイ・ハジャイ )

ベ トナム・ ゴム研究所         (ホ ーチ ミン市 )

プラスチック・ ゴム研究所       (オ ラング )

ポ リ■―科学研究所 (ア クロン大学 )  (米  国 )

シンガポール規格 ・工業研究所      (シ ンガポール )

化学品検査協会            (日  本 )

イン ド・ ゴム研究所          (イ ン ド )

上記以外の研究所が調整試験研究所に よつ承認 された場合は、上記 の リス

トに追加 され、会員団体 に通知される。

「通 し船荷証券」 とは、当分の間、外洋運送業者の業務代行権限を有する

地方運送業者が発行 し、 目的地へ出航す る特定の外洋航行船へ船積みす るこ
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とを求 める船荷証券を意味するもの とする。

この船荷証券は、最終運送業者 の証券で、その権限を有する業者 について

は事務局 を通 じ、すべての国際 ゴム協会会員に登録 さ4る べきもの とする。

(上記定義 は、必要 に応 じ、当を得 た修正が加え られるもの と、理解 されて

いる。 )

「公認 サンプラー」 とは、国際 ゴム協会事務局保有の公認 サンプラー名簿

に掲げ られてい る者 である。

「締出 し」 とは、船腹がすでに予約 されていた船舶 にゴムを積載す ること

が船社 に よう認 め られない時に発生す るもの と見 なされる。

FOB契 約条件 におヽいては、

(1)売主は、指定船績港 におヽいて、当該港 の慣習的方法に従い、指定 日又は

指定期間内に、貨物 を買主指定船舶に積込み、引渡 さねばならず、その上、

貨物が本船上 に積込 なれた旨、遅滞 な く買主に通知 しなければならない。

(21 買主は、 自己の費用で傭船するか、又は船舶上 に所要船腹 を予約せねば

な らず、また船名、積込みパース名及び本船への引渡 し日につ き、売主 に

対 し適切 な通知を与えなければならない。

俗)し か しなが ら、売主が契約上の船積期間内に代替船を要求 した場合は、

買主 は、その同意 を不当に遅 らせてはならない。
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日本 ゴム輸入協会・ 特別取引条件

(日 本向け特別条項 )

1. ベール重量の均―性

(第 2頂「検量」 にかかる特別条頂 )

※ 本特別条頂は、 1983年 6月 17日 の 国際ゴム協 会 臨 時総 会に

かいて、国際契約条件第 2頂「検量」 Cと して採択 されたので、特

別条頂 としては削除されるべ きものである。

1ベ ール当♭重量の過不足は、たとえ出荷総量については第 1頂「数量」に

規定する許容範囲内であっても、契約書規定標準重量の 37ο を越えてはなら

ないものとする。

上記規定に反するベールは、第 5頂「包装規格」で記述する欠陥を有する

パッキングと見なす ものとする。

2.コ ンテナ積みにかか る「積込済」船荷証券          _

(第 4頂「船積み」 にかかる特別条頂 )

船積書類 rcは 無故障「積込済」船荷証券 を含む もの とする。

「積込済」船荷証券の 日付は、船積 日と支払 日とを構成 する もの とす る。

無故障船積書類 とは、品物及 び/又はパッキングの欠陥状態を明示する「故

障摘要条頂」又は「覚え書」のない書類である。

3. 包装 用パ レッ ト

(第 5頂「 包装 規格」にかか る特別条頂 )

1)生産者 は、 パ セ ッ トの構 造 につい て、せ ん孔 虫 の被害 を受 け rc〈 ぃ種

類 の木材 を使用 す る ことを、可能 な限 つ保証 しなけれ ば な らない。

1)上 記 (I)に 該 当 す る木 材以外 の木材 が使用 され る場合 は、 当該木材 に

は化学 的処理 を施 こし、せん孔 虫 の被害 を受 けない ようにす る もの とす

る。
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iii)TSR証明書はtパ レットに使用 した木材がせん孔虫の被害を受けな

い種類のものか、又は化学的処理を施 こされたものかについて、これを

明記するものとする。後者の場合には、化学処理の処方が明記されるも

の とす る。                ―

4.第 5項「包装規格」にかか る欠陥パ ッキシ グ

I)ポ リエナレン・パ ッグの亀裂のため、数ベールが相互密着 した状態で

発見 された場合、それ らは欠 [伯 包装 と見なす もの とする。

‖)ポ リエチンツ ・パ ッグが熱処理 で適切 に密封 されず、開口部が一重結

びで くくられてい るも.の は欠陥包装 と見なす もの とす る。

5.異物混入

(第 6頂「品質」にかかる特別条頂 )

異物がベール内部で発見 された場合、売主は、その発見 された時期及 び場

所にかかわ つな く、その損失に対 し補償 を行わなければな らない。
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この輸入契約書 (和訳版 )は 、 日本 自転車振

興会か ら競輪収益の一部である機械工業振興資

金 の補助を受けて作成 した ものです。


